
平成 19年 11月 2日 
各  位 

株式会社アキュラホーム 
 

「ニチアス株式会社耐火材偽装」の件に関する当社状況について 
 
10 月 31 日に発表した「ニチアス株式会社耐火材偽装」に係る当社軒裏天井材使用の件に
関しまして、お客様、お取引様におかれましては大変なご心配、ご迷惑をお掛けしており

ますことをお詫び申し上げます。現在状況を正確に把握し、的確に対処するべく調査を行

っています。つきましては、当社状況および対応についてご報告申し上げます。 
 
まず国土交通省から大臣認定取消処分を受けた認定番号による「構造方法」（45分認定品）
につきまして、1棟（11月 2日現在）が該当していることが判明しています。当該住宅に
おきましては速やかに改修の対応をさせていただくこととしています。 
また国土交通省から「今後性能評価試験を行なう」旨、指導のありました「構造方法」（30
分認定品）につきましては、当初約 1000 件とご報告申し上げましたが、精査いたしまし
た結果 1051件（11月 2日現在）となっております。国土交通省による処分が保留となり
ました当該認定品につきましては、性能評価機関による耐火試験の結果を確認の上、必要

な措置を講じるとの発表がなされています。弊社といたしましては国土交通省の指示に従

い、迅速な対応を行ってまいります。 
 
さらに 45分準耐火が要求される地域 28件（11月 2日現在）の住宅におきまして、この度
取り消されたものとは異なる大臣認定番号の軒裏天井材を採用し建築していましたが、ニ

チアス社製の準耐火 45分面材が採用されていることが新たに判明いたしました。現在のと
ころ国土交通省からの指導はございませんが、当該製品におきまして当社の判断でこれら

の自主改修を決定いたしました。 
 
 

この件に関するお客様お問い合わせ窓口 
株式会社アキュラホーム  ニチアス「対策室」 
フリーダイアル ０１２０－２２０－４２５ 

受付時間 午前 8時から午後 10時 
 

 

＜報道関係からのお問い合わせ先＞  株式会社アキュラホーム 広報課 堀越 

TEL：03－6302－5093（ダイヤルイン） FAX：03－5909－5560 

本社：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 34F 


